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１．令和４年度 国民健康保険事業費納付金の
算定結果について



令和４年度の国民健康保険事業費納付金の本算定結果

○納付金総額：約２１９億円

（前年度との差 ▲約７．８億円 （▲３．４％））

○被保険者１人当たりの納付金額：１４０，５６７円

（前年度との差 ＋１２円 （０．０％））

○市町村毎の納付金総額：増加７市町村、減少２７市町村

※被保険者一人当たりでは、増加１９市町村、減少１５市町村

○激変緩和措置額：約１．７億円（２０市町村が対象）

※財源となる国の拡充公費の見込額：約１．５億円（加えて県１号繰入金の一部を活用）

（※ R４年度の縮減分：約１．７億円（激変緩和措置対象額約３．５億円の２／４））

＜算定結果の概要＞

【参考①】算定の基礎となる数値 ※（ ）内は前年度の本算定結果との差、増減率

被保険者数 ： １５６，１８７人 （▲５，５８６人、▲３．５％）

所得（医療分）： 約７５３億円 （＋約１２億円、+１．６％）

保 険 給 付 費 ： ４００，３９３円／人 （＋３，４６９円／人、＋０．８％）

【参考②】納付金の算定式の概要

①県全体の納付金収納必要総額を算定

医療給付費
等総額

（県全体）

納付金収納
必要総額
（県全体）

公費等
（※）

②各市町村ごとの納付金額を算定

納付金収納
必要総額
（県全体）

×

各市町村の
・医療費指数（年齢調整後）
・被保険者の所得水準
・被保険者
・世帯数 のシェア（※１）

× 調整率
各市町村
の納付金＝

（※１）後期・介護分は被保険者の所得水準、被保険者数及び世帯数のみ
※保険者努力支援交付金、県２号繰
入金分等の市町村向け公費等は除く



令和４年度 市町村別国民健康保険事業費納付金額（本算定）

令和４年度
納付金額
（千円）

１人当たり
納付金額
（円）

対前年度
増減率

対前年度
増減率

県 計 21,954,802 ▲ 3.4% 140,567 0.0%

高知市 8,935,334 ▲ 2.9% 145,141 0.2%

室戸市 572,004 ▲ 9.1% 150,488 ▲ 3.8%

安芸市 817,657 ▲ 3.8% 156,669 0.8%

南国市 1,428,146 ▲ 3.3% 146,222 ▲ 0.5%

土佐市 1,011,875 ▲ 3.1% 145,405 0.6%

須崎市 750,671 ▲ 4.2% 133,121 0.6%

土佐清水市 475,222 ▲ 12.5% 128,023 ▲ 3.5%

宿毛市 661,103 ▲ 5.6% 126,696 ▲ 2.0%

四万十市 954,482 ▲ 2.6% 118,909 ▲ 0.1%

香南市 1,090,300 ▲ 3.1% 140,340 0.5%

香美市 870,550 ▲ 2.3% 140,095 1.2%

東洋町 105,147 4.0% 148,093 4.8%

奈半利町 134,654 ▲ 0.4% 144,945 ▲ 1.1%

田野町 104,255 ▲ 5.6% 144,198 ▲ 0.8%

安田町 109,789 ▲ 3.9% 145,801 ▲ 3.7%

北川村 49,035 2.6% 148,589 3.9%

馬路村 23,600 7.2% 148,423 5.9%

令和４年度
納付金額
（千円）

１人当たり
納付金額
（円）

対前年度
増減率

対前年度
増減率

県 計 21,954,802 ▲ 3.4% 140,567 0.0%

芸西村 238,764 ▲ 5.7% 183,523 ▲ 1.1%

大川村 6,521 7.4% 82,534 14.2%

土佐町 108,469 ▲ 8.8% 131,001 1.9%

本山町 88,625 ▲ 4.7% 116,458 ▲ 1.2%

大豊町 127,861 5.7% 144,802 3.6%

佐川町 412,985 ▲ 3.3% 144,958 1.3%

越知町 179,898 3.1% 131,408 2.6%

中土佐町 253,022 ▲ 0.8% 148,313 1.5%

日高村 157,931 3.9% 128,712 1.7%

梼原町 102,819 ▲ 2.8% 126,158 2.7%

大月町 188,614 ▲ 6.2% 129,542 0.8%

三原村 52,076 ▲ 8.5% 136,324 ▲ 0.3%

いの町 704,290 ▲ 0.2% 137,745 2.0%

津野町 153,044 ▲ 6.1% 120,223 ▲ 3.4%

仁淀川町 137,729 ▲ 1.2% 119,039 2.7%

四万十町 578,631 ▲ 4.7% 128,585 ▲ 1.7%

黒潮町 369,716 ▲ 8.6% 123,403 ▲ 3.8%

（注）

①県全体では、被保険者数が減少しているため、納付金総額は減少（1人当たりの金額は微減）

②太字＋下線は激変緩和措置の対象の２０市町村

③一部市町村で納付金額が前年度に比べ著しく増加している主な要因は、これまでの激変緩和措置の段階的縮減によるもの。（R４年度は２/4縮減）

④１人あたり納付金額は、「各市町村の納付金額／被保険者数（納付金算定時の見込み）」で算出した額であり、被保険者が実際に支払うべき保険料ではない



令和３年度 納付金
本算定時

令和４年度 納付金
本算定時

変更点

医療費指数反映係数α
α＝１

（納付金算定において、市町村ごとの医療費の差異を全
て反映する。）

α＝１
（納付金算定において、市町村ごとの医療費の差異を全

て反映する。）
変更なし。

所得係数β

・医療分 0.78
・後期分 0.79

・介護分 0.80
いずれも国基準の「β=高知県平均の１人当たり所得/全

国平均の１人当たり所得」を用いる。

・医療分 0.79
・後期分 0.80

・介護分 0.81
いずれも国基準の「β=高知県平均の１人当たり所得/全

国平均の１人当たり所得」を用いる。

考え方に変更なし。
（全国平均所得と本県平均所得との比較
であるため、値は若干、変化する。）

年齢調整後の医療費指数の算出に
おける、共同負担の実施

特別高額医療費（１件420万円超レセプトのうち200万
円超部分）を共同負担を行い、年齢調整後の医療費指

数を算出する。

特別高額医療費（１件420万円超レセプトのうち200万
円超部分）を共同負担を行い、年齢調整後の医療費指

数を算出する。
変更なし。

激変緩和措置の経過措置
激変緩和措置額を令和２年度算定以前と同様の
方法で算定し、段階的に縮減（縮減率：1/4）
縮減額は、後年度に活用可能な財源として確保

激変緩和措置額を令和２年度算定以前と同様の
方法で算定し、段階的に縮減（縮減率：２/4）
縮減額は、後年度に活用可能な財源として確保

考え方に変更なし。

医療分の激変緩和（経過措置）
の基準値

小規模な市町村では、年度によって基準値がマイナス値に
なるなど、医療分は年度間の変動が大きいため、平成27

年度と28年度の２か年平均を使用。

小規模な市町村では、年度によって基準値がマイナス値に
なるなど、医療分は年度間の変動が大きいため、平成27

年度と28年度の２か年平均を使用。
変更なし。

激変緩和措置（経過措置）
における「許容範囲」

自然増等+１パーセント
（自然増等は制度改革による影響ではないため、激変緩

和措置の対象外）

自然増等+１パーセント
（自然増等は制度改革による影響ではないため、激変緩

和措置の対象外）
変更なし。

激変緩和措置（経過措置）
における自然増等の割合

・医療分：12.45％（2.98%）
・後期分：12.17％（2.91％）
・介護分：12.90％（3.08％）
○３つの合算：12.43%（2.97％）
※H28→R３の５年間の伸び率。

（ ）内は単年度換算。

・医療分： 9.76％（1.56%）
・後期分：14.52％（2.28％）
・介護分：17.35％（2.70％）
○３つの合算：11.02%（1.76％）
※H28→R4の6年間の伸び率。

（ ）内は単年度換算。

考え方に変更なし。

令和４年度の国保事業費納付金の本算定の前提条件について（令和３年度との比較）

算定の前提条件
(主なもの)



２．令和４年度 標準保険料率の算定結果について



令和４年度の標準保険料率について

①都道府県標準保険料率 ②市町村標準保険料率 ③市町村の算定方式に基づく標準保険料率

・全国統一の保険料算定ルール（所得割、均等
割の２方式等）により、都道府県間比較を行う
もの。

・県内統一の保険料算定ルール（所得割、均等
割、平等割の３方式等）により市町村間比較を
行うもの。

・令和３年12月時点で市町村から指定された算
定方法（算定方式や被保険者の所得、賦課割
合等）によって算定。

国民健康保険法で都道府県は、
・算定が義務付け
・公表に努める

算定は任意

①都道府県標準保険料率
（全国統一ルールで
都道府県間の比較）

②市町村標準保険料率
（県内統一ルールで
県内市町村間の比較）

標準的な保険料
算定方式

２方式（所得割・均等割） ３方式（所得割・均等割・平等割）

所得割と資産割、
均等割と平等割
の賦課割合

所得割：資産割＝100：0
(２方式のため、資産割を用いない。)
均等割：平等割＝100：0
(２方式のため、平等割を用いない。)

所得割：資産割＝100：0
(３方式のため、資産割を用いない。)
均等割：平等割＝70：30

賦課限度額
（令和３年度）

医療分：63万円、後期高齢者支援金分：19万円、介護納付金分：17万円

標準的な収納率
各市町村の調整後の保険料必要

収納額の総和で算定するため、設定
がありません。

市町村ごとに、被保険者数の規模に応
じて、標準的な収納率を設定しています。

①都道府県標準保険料率（２方式）
⇒全国統一の保険料算定ルールにより、
都道府県間の比較を行うもの。

区分 所得割率（％） 均等割額（円）

医療分 7.41% 45,337円

後期高齢者支援金分 2.52% 14,968円

介護納付金分 2.52% 18,315円

※注意：都道府県標準保険料率は実際の保険料（税）率
を示すものではありません。

国民健康保険法において都道府県は、
・算定が義務付け
・公表に努める

■標準保険料率について（３つの標準保険料率）

■標準保険料率の主な算定条件

○標準保険料率とは、将来的な保険料負担の平準化を進めるために、県が市町村ごとの標準保険料率を提示することにより、

標準的な住民負担の見える化を図るもの。

○県が標準保険料率を示すことで、各市町村は他市町村との比較も含め、市町村ごとのあるべき保険料率とその理由を把握す

ることが可能となる。



　※各市町村別の上段は国保事業費納付金の激変緩和措置を講じた場合、下段は激変緩和措置を講じなかった場合の標準保険料率

所得割率
(%)

資産割
(%)

均等割額
(円）

平等割額
（円）

所得割率
(%)

資産割
(%)

均等割額
(円）

平等割額
（円）

所得割率
(%)

資産割
(%)

均等割額
(円）

平等割額
（円）

市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.81 33,445 21,631 2.55 10,588 6,848 2.55 12,932 6,444
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.70 32,975 21,327 2.55 10,588 6,848 2.55 12,932 6,444

（参考）R3保険料率（実績） 9.08 - 21,600 24,000 2.80 - 7,200 7,800 2.76 - 8,400 6,600
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.65 32,765 21,191 2.56 10,627 6,873 2.52 12,791 6,374
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.53 32,265 20,867 2.56 10,627 6,873 2.52 12,791 6,374

（参考）R3保険料率（実績） 9.20 - 31,900 26,800 1.10 - 9,400 5,200 2.20 - 10,800 5,800
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.86 33,662 21,771 2.55 10,607 6,860 2.54 12,855 6,405
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 8.06 34,514 22,322 2.56 10,638 6,881 2.57 13,040 6,498

（参考）R3保険料率（実績） 7.90 - 29,000 23,000 2.50 - 9,000 7,000 2.30 - 11,000 5,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.84 33,584 21,721 2.55 10,595 6,853 2.57 13,034 6,494
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.73 33,098 21,406 2.55 10,595 6,853 2.57 13,034 6,494

（参考）R3保険料率（実績） 8.30 - 26,300 30,000 2.60 - 8,100 9,400 2.30 - 9,100 7,200
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 8.01 34,308 22,189 2.51 10,444 6,755 2.47 12,504 6,231
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 8.18 35,027 22,654 2.51 10,444 6,755 2.52 12,779 6,368

（参考）R3保険料率（実績） 8.00 30.28 23,600 26,800 2.50 9.72 6,700 7,400 2.50 7.50 8,000 5,900
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.32 31,339 20,269 2.47 10,269 6,642 2.56 12,981 6,468
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.22 30,933 20,006 2.47 10,269 6,642 2.56 12,981 6,468

（参考）R3保険料率（実績） 7.80 30.00 24,000 25,000 3.20 13.00 6,000 7,000 2.00 7.00 7,700 5,600
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 5.65 24,184 15,642 2.44 10,153 6,567 2.49 12,609 6,283
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 5.55 23,770 15,373 2.44 10,153 6,567 2.49 12,609 6,283

（参考）R3保険料率（実績） 8.20 - 31,000 26,000 2.50 - 10,000 7,000 2.50 - 10,000 5,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 6.10 26,151 16,914 2.52 10,492 6,786 2.51 12,709 6,333
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 6.01 25,755 16,658 2.52 10,492 6,786 2.51 12,709 6,333

（参考）R3保険料率（実績） 8.00 - 22,000 23,000 2.30 - 6,000 5,500 2.00 - 7,500 5,300
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 5.69 24,385 15,772 2.51 10,425 6,742 2.54 12,884 6,420
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 5.61 24,028 15,540 2.51 10,425 6,742 2.54 12,884 6,420

（参考）R3保険料率（実績） 6.40 - 20,000 15,000 2.50 - 8,700 7,000 2.10 - 9,000 5,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.34 31,444 20,337 2.49 10,368 6,705 2.50 12,667 6,312
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.39 31,660 20,477 2.49 10,368 6,705 2.54 12,869 6,412

（参考）R3保険料率（実績） 8.10 - 29,700 22,600 2.50 - 9,100 7,200 2.20 - 9,900 5,300
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 6.84 29,307 18,955 2.48 10,302 6,663 2.47 12,523 6,240
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 6.97 29,848 19,304 2.48 10,302 6,663 2.51 12,731 6,344

（参考）R3保険料率（実績） 8.50 - 26,400 20,000 3.00 - 8,400 8,000 2.40 - 9,000 7,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 8.11 34,757 22,480 2.51 10,416 6,737 2.27 11,519 5,740
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 9.16 39,230 25,372 2.57 10,672 6,902 2.64 13,391 6,673

（参考）R3保険料率（実績） 7.10 - 24,000 16,000 1.90 - 7,000 4,000 1.10 - 8,000 -
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 8.59 36,786 23,792 2.53 10,496 6,788 2.49 12,614 6,285
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 8.69 37,211 24,067 2.53 10,496 6,788 2.60 13,182 6,569

（参考）R3保険料率（実績） 6.35 38.00 24,900 19,000 1.90 12.00 7,500 5,700 1.90 - 11,800 -
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 8.76 37,530 24,273 2.48 10,316 6,672 2.45 12,436 6,197
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 8.65 37,048 23,961 2.52 10,471 6,772 2.57 13,050 6,503

（参考）R3保険料率（実績） 7.00 - 24,000 18,000 2.10 - 6,800 6,800 2.00 - 10,500 -
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 8.60 36,831 23,821 2.64 10,977 7,100 2.50 12,666 6,311
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 8.49 36,364 23,519 2.64 10,977 7,100 2.50 12,666 6,311

（参考）R3保険料率（実績） 7.10 38.00 21,000 22,000 2.20 10.00 8,000 6,000 1.80 - 15,600 -
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 9.08 38,897 25,157 2.50 10,375 6,710 2.31 11,692 5,826
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 9.63 41,257 26,684 2.53 10,519 6,803 2.61 13,232 6,593

（参考）R3保険料率（実績） 7.50 20.00 23,500 22,500 2.20 9.00 7,200 7,200 1.80 - 10,000 -
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 6.76 28,972 18,738 2.54 10,543 6,819 2.66 13,476 6,715
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.84 33,599 21,730 2.65 11,017 7,126 2.66 13,476 6,715

（参考）R3保険料率（実績） 6.20 45.00 23,000 26,000 1.20 8.00 6,000 7,000 1.60 - 8,400 -
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 9.52 40,801 26,389 2.56 10,657 6,893 2.59 13,155 6,555
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 9.41 40,321 26,078 2.56 10,657 6,893 2.59 13,155 6,555

（参考）R3保険料率（実績） 8.50 - 25,000 23,000 2.70 - 8,000 7,000 2.30 - 9,000 9,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 15.57 66,705 43,143 2.39 9,950 6,435 2.45 12,443 6,200
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 18.09 77,517 50,135 2.52 10,480 6,778 2.52 12,779 6,368

（参考）R3保険料率（実績） 2.50 - 9,800 6,600 2.40 - 9,200 6,200 2.10 - 10,300 5,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 8.78 37,606 24,322 2.39 9,935 6,426 2.17 11,009 5,486
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 9.10 39,001 25,224 2.53 10,524 6,807 2.56 12,988 6,472

（参考）R3保険料率（実績） 6.00 33.00 21,000 15,000 2.00 10.30 6,800 4,600 1.60 9.00 6,000 4,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 6.42 27,513 17,795 2.44 10,158 6,570 2.40 12,194 6,076
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 6.34 27,177 17,577 2.44 10,158 6,570 2.40 12,194 6,076

（参考）R3保険料率（実績） 6.50 35.00 20,500 15,500 3.00 16.00 8,500 7,500 3.00 11.00 9,500 8,500
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 8.28 35,481 22,948 2.46 10,223 6,612 2.41 12,205 6,081
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 8.93 38,262 24,747 2.46 10,223 6,612 2.52 12,769 6,363

（参考）R3保険料率（実績） 7.10 - 33,000 28,000 2.40 - 10,000 7,100 2.00 - 10,400 5,100
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.00 30,006 19,406 2.46 10,231 6,617 2.56 12,998 6,477
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.28 31,175 20,162 2.50 10,404 6,729 2.56 12,998 6,477

（参考）R3保険料率（実績） 7.30 - 30,100 20,800 2.50 - 10,500 7,200 2.20 - 11,600 5,500
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.06 30,238 19,557 2.43 10,104 6,535 2.45 12,445 6,201
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.35 31,499 20,372 2.43 10,104 6,535 2.45 12,445 6,201

（参考）R3保険料率（実績） 7.70 30.00 18,000 18,000 2.70 13.00 9,000 8,000 2.50 17.00 11,000 6,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 8.08 34,634 22,400 2.51 10,419 6,739 2.54 12,865 6,410
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 8.27 35,424 22,911 2.52 10,488 6,783 2.54 12,865 6,410

（参考）R3保険料率（実績） 7.35 - 22,000 21,000 2.22 - 9,000 6,000 2.14 - 8,000 5,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 6.42 27,505 17,789 2.47 10,279 6,648 2.51 12,740 6,348
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 6.71 28,756 18,598 2.51 10,444 6,755 2.51 12,740 6,348

（参考）R3保険料率（実績） 7.00 - 27,600 19,200 2.30 - 9,300 6,800 2.50 - 12,600 6,200
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.13 30,537 19,750 2.52 10,480 6,778 2.32 11,772 5,866
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.59 32,519 21,032 2.52 10,480 6,778 2.62 13,263 6,609

（参考）R3保険料率（実績） 8.30 - 25,100 17,000 2.80 - 8,400 5,700 1.70 - 7,000 3,400
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 6.01 25,768 16,666 2.42 10,043 6,496 2.56 12,965 6,460
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 5.92 25,365 16,405 2.42 10,043 6,496 2.56 12,965 6,460

（参考）R3保険料率（実績） 7.00 28.00 22,000 23,000 3.00 12.00 8,000 9,200 1.43 7.16 7,000 6,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.15 30,642 19,818 2.49 10,336 6,685 2.47 12,500 6,228
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.06 30,234 19,554 2.52 10,479 6,777 2.64 13,401 6,677

（参考）R3保険料率（実績） 6.22 15.00 13,500 18,000 2.25 10.00 8,000 5,900 1.45 1.00 3,000 4,500
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 7.37 31,586 20,429 2.55 10,603 6,858 2.58 13,071 6,513
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 7.79 33,382 21,590 2.55 10,603 6,858 2.58 13,071 6,513

（参考）R3保険料率（実績） 6.80 - 28,000 19,000 2.30 - 9,500 6,600 2.00 - 10,500 4,900
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 6.06 25,964 16,793 2.48 10,292 6,656 2.56 12,970 6,463
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 5.97 25,575 16,541 2.48 10,292 6,656 2.56 12,970 6,463

（参考）R3保険料率（実績） 7.80 - 26,000 24,000 3.20 - 8,000 8,000 2.20 - 8,000 7,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 6.17 26,449 17,106 2.38 9,898 6,401 2.51 12,747 6,352
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 6.08 26,050 16,848 2.50 10,372 6,708 2.55 12,918 6,437

（参考）R3保険料率（実績） 5.80 - 23,200 16,000 2.14 - 8,800 6,100 1.77 - 9,200 4,200
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 6.29 26,929 17,416 2.47 10,266 6,640 2.50 12,689 6,323
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 6.19 26,519 17,152 2.47 10,266 6,640 2.50 12,689 6,323

（参考）R3保険料率（実績） 7.90 - 16,000 19,800 3.40 - 6,400 7,000 2.70 - 8,000 5,000
市町村標準保険料率（激変緩和あり） 6.43 27,551 17,819 2.46 10,236 6,620 2.51 12,709 6,333
　　　         〃　　　　　（激変緩和なし） 6.34 27,147 17,557 2.46 10,236 6,620 2.51 12,709 6,333

（参考）R3保険料率（実績） 7.10 26.00 20,600 21,600 2.75 11.00 7,800 8,400 2.60 8.00 9,300 7,000
※市町村標準保険料率とは、都道府県内の保険料算定ルールにより、算定するもの。
　（算定方式は３方式（所得割、均等割、平等割）、応能・応益割合は所得係数βを用いて算定、均等割と平等割の割合は70：30）
※一人当たりの国保事業費納付金額が、制度改正前の一人当たり納付金相当額と比較して一定割合以上増加する市町村に対しては、
　激変緩和措置を講じている。（令和５年度までの経過措置）
※激変緩和措置なしの場合は、個別市町村の納付金額の抑制に活用している激変緩和用財源を、市町村に按分する前の納付金総額から減額した上で市町村別に按分した場合の納付金額を基に算定

34 黒潮町

31 津野町

32 仁淀川町

33 四万十町

28 大月町

29 三原村

30 いの町

25 中土佐町

26 日高村

27 梼原町

22 大豊町

23 佐川町

24 越知町

19 大川村

20 土佐町

21 本山町

16 北川村

17 馬路村

18 芸西村

13 奈半利町

14 田野町

15 安田町

10 香南市

11 香美市

12 東洋町

7 土佐清水市

8 宿毛市

9 四万十市

4 南国市

5 土佐市

6 須崎市

1 高知市

2 室戸市

3 安芸市

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
№ 保険者名 区分

②市町村標準保険料率(３方式)
⇒県内統一の保険料算定ルールにより市町村間比較を行うもの。



所得割率
（％）

資産割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

資産割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

資産割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

1 高知市 9.20 - 25,835 25,140 2.95 - 8,230 8,009 3.11 - 9,817 7,453
2 室戸市 8.73 - 29,267 24,105 1.60 - 14,288 7,749 2.73 - 12,621 6,807
3 安芸市 8.00 - 30,770 24,706 2.59 - 9,750 7,678 2.51 - 12,275 5,632
4 南国市 8.57 - 26,654 29,483 2.75 - 8,379 9,428 2.70 - 10,240 8,385
5 土佐市 7.95 30.33 24,758 27,038 2.55 9.98 7,212 7,663 2.67 8.06 9,129 6,583
6 須崎市 6.94 32.87 24,023 23,852 2.80 15.18 5,995 6,665 2.41 9.72 10,433 7,506
7 土佐清水市 7.38 - 18,490 14,484 3.12 - 8,282 5,418 3.32 - 9,162 4,485
8 宿毛市 7.30 - 22,612 14,812 2.93 - 9,133 5,983 2.61 - 11,325 5,714
9 四万十市 6.51 - 20,666 14,810 2.66 - 9,359 7,196 2.61 - 11,427 6,431
10 香南市 7.52 - 30,128 20,895 2.51 - 10,007 6,940 2.43 - 12,474 6,453
11 香美市 8.12 - 24,547 17,692 2.97 - 7,936 7,191 2.65 - 9,595 7,372
12 東洋町 9.15 - 31,737 20,974 2.65 - 10,037 5,685 1.98 - 15,564 -
13 奈半利町 8.83 47.81 33,604 25,071 2.54 13.77 9,664 7,210 2.82 - 17,244 -
14 田野町 9.45 - 33,228 24,865 2.56 - 8,501 8,483 2.84 - 15,469 -
15 安田町 7.83 - 32,257 32,420 2.39 - 10,214 8,795 1.92 - 19,146 -
16 北川村 10.22 24.35 32,231 27,751 2.61 9.54 8,599 7,727 2.76 - 13,838 -
17 馬路村 6.95 - 22,868 24,826 2.13 - 9,592 10,716 2.98 - 17,338 -
18 芸西村 10.55 - 31,305 27,648 2.81 - 8,560 6,710 2.65 - 9,840 7,588
19 大川村 20.26 - 55,921 35,723 3.06 - 8,444 5,394 2.10 - 9,163 5,891
20 土佐町 7.99 43.16 30,426 21,550 2.22 10.23 8,116 5,365 2.16 11.87 8,940 5,462
21 本山町 6.44 35.77 21,894 15,778 2.51 13.64 7,412 6,631 2.33 8.95 8,088 7,888
22 大豊町 7.06 - 35,121 28,324 2.33 - 10,227 6,979 2.27 - 12,894 6,349
23 佐川町 6.77 - 29,256 19,626 2.32 - 10,225 6,808 2.35 - 13,272 6,294
24 越知町 9.06 34.31 18,528 18,727 2.75 11.79 7,771 6,676 2.46 17.22 10,065 5,855
25 中土佐町 9.13 - 28,059 25,534 2.52 - 10,746 6,546 2.57 - 10,785 6,157
26 日高村 6.43 - 26,262 17,804 2.38 - 9,947 7,085 2.52 - 13,002 6,112
27 梼原町 8.81 - 26,714 16,284 3.07 - 9,269 5,650 2.26 - 10,830 5,347
28 大月町 5.93 - 22,214 22,695 2.52 - 8,451 8,895 1.83 - 12,947 10,968
29 三原村 8.26 18.02 18,808 23,021 2.42 9.71 8,941 6,054 3.00 2.01 6,670 8,012
30 いの町 6.71 - 34,075 21,165 2.43 - 10,979 7,163 2.15 - 14,005 6,883
31 津野町 6.68 - 21,920 19,709 3.12 - 7,500 7,868 2.73 - 9,985 8,256
32 仁淀川町 5.39 - 28,338 15,281 2.06 - 10,491 6,041 1.91 - 14,384 5,358
33 四万十町 7.86 - 16,915 20,084 3.32 - 6,642 6,972 2.88 - 9,379 5,766
34 黒潮町 6.53 24.52 20,017 19,782 2.51 10.63 7,246 7,408 2.52 8.56 9,730 6,969
　※市町村ごとの実態に応じた算定方式、応能・応益割合等で算定（令和３年12月時点で市町村に照会）
　※国保事業費納付金の激変緩和措置を講じた場合の標準保険料率

№ 保険者名
医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

③市町村の算定方式に基づく標準保険料率
令和３年12月時点で市町村から指定された算定方法（算定方式や被保険者の所得、賦課割合等）によって算定。



３．参考資料



国保事業費納付金算定の基本的な考え方

○ 平成30年度の都道府県化に伴い、都道府県は、県全体の医療給付費等の見込みを立てた上で、公費等の拠出

で賄われる部分を除いた額を、国民健康保険事業費納付金の額として、これを市町村ごとに決定する。

○ 納付金の仕組みの導入により、県全体の医療費から各市町村（及び被保険者）の負担が決定する仕組みに。

○ 市町村毎の納付金の額を決定する際に年齢調整後の医療費水準、所得水準、被保険者数、世帯数を考慮。

保
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付
費

公
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等

公
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等
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公
費
等

・市町村国保の財政運営の仕組みも「量出
制入」であるため、過去に医療費が高かった
市町村は保険料負担が高い傾向がある。
・医療費水準以外にも、様々な要因により、
市町村ごとの保険料格差が生じている。 国保事業費納付金総額

割当

※現在は、医療費指数反映係数
α＝１であるため、過去に医療費が高い
市町村には納付金が多く割り当てられる。
※住む市町村によって、保険料が大きく
異なるのが現状

市町村ごとに財政運営（～H29年度） 都道府県単位化（H30年度～）

各市町村の保険料必要額

保
険
給
付
費

保
険
給
付
費

Ａ市

Ａ市

Ｂ町 Ｃ村

Ｂ町 Ｃ村

※都道府県化により県全体の保
険給付費総額を推計し、当該年
度に必要となる保険料総額を決
定する方式に移行。



国保事業費納付金算定の流れ①（納付金総額）

○ 市町村別に按分する前の国保事業費納付金総額は、「医療分」、「後期後期高齢者支援金分」、「介護納付金

分」の３つの区分に分けて、マクロベースで算定。（区分は市町村の保険料（税）と同様）

○ 各区分毎で歳出総額を見積もり、公費を充当、不足する分が納付金として集める総額となる。（⇒「量出制入」）

（１）医療分 （２）後期高齢者支援金分 （３）介護納付金分

・外枠が県の歳出の普通交付金となる。

（⇒県全体の保険給付費）

・医療分にのみ前期高齢者交付金が充当される

・県全体に対して交付される公費等を充当して不足す

る部分が市町村に納付していただく納付金の総額。

・外枠が県の歳出としての後期高齢者支援金。

・後期高齢者医療制度への支援金として、県が社会

保険診療報酬支払い基金へ支払

（H29までは市町村が支払）

・公費を充当して不足する分が納付金の総額。

納付金
（医療分）

納付金
（後期分）

納付金
（介護分）

前
期
高
齢
者
交
付
金

国・調整交付金
※市町村向け特調除く

（9％）

国・調整交付金
（9％）

国・調整交付金
（9％）

県繰入金
（9％）

県繰入金
（9％）

国・療養給付費等
負担金
（32％）

国・療養給付費等
負担金
（32％）

国・療養給付費等
負担金
（32％）

県繰入金
※市町村向け2号分及び
激変緩和財源を除く

（9％）

国保険者努力支援
交付金（県分）

国・特別高額医療費
負担金

・外枠が県の歳出としての介護納付金。

（介護保険の第2号被保険者が支払う保険料を医

療保険者が徴収して支払基金へ納付）

（H29までは市町村が支払）

・公費を充当して不足する分が納付金の総額



国保事業費納付金算定の流れ②（応能応益等）

○ 前頁で算定した３区分毎の納付金総額について、所得、被保険者数、世帯数のシェアに応じて按分する。

※医療分、後期分、介護分全て同じ考え方

（１）応能分と応益分に按分
（4４ ： 5６）

（２）応益分を被保険者数と世帯数
に対応する部分に按分

（３）各市町村の所得、被保険者数、世
帯数の県全体のシェアに応じて按分

応能分
（所得）

応益分
（被保険者・世

帯数）

所得 被保険者数 世帯数

４４ ５６ ４４ ５６４４ ５６

1※所得係数β≒0.7９
応能 応益

被保険者数 世帯数

※所得係数β
⇒全国平均の所得額を１とした場合の高知県
平均の割合

※応益部分（5６）を
被保険者数：世帯数＝70:30で按分する

例として、ある団体について、

所得総額が県全体の40％
被保険者数が県全体の30％
世帯数が県全体の20％

を占める場合は、納付金総額（外枠）に対して、
斜線部分の面積に相当する納付金を負担する。

40％

30％

20％

※応能分のうち、資産の額に対する部分（市町
村の保険料（税）における資産割相当分）
は納付金算定には使用しない。
（納付金算定は3方式で実施）

※βを使用する理由は都道府県間の所得格差による保
険料負担格差を調整する普通調整交付金が高知
県には多く交付されており、所得に応じて負担すべき
部分（応能分）が少ないという考え方によるもの

応能 応益



国保事業費納付金算定の流れ③（医療費水準の反映）

○ 医療分の納付金については、各市町村の（過去３カ年の）医療費の水準の多寡を反映させる調整を行う。

※後期高齢者支援金分、介護納付金分については反映させない。

（１）前頁で算定した市町村別の納付金
総額が仮に同じとなった場合

（２）医療費指数反映係数αを使い、各
市町村の医療費水準を反映

（３）納付金総額が増加（300→330）
となったため総額が300となるように調整

Ａ市：100
医療費水準：高い

Ｂ町：100
医療費水準：低い

Ｃ村：100
医療費水準：平均

Ａ市：150

Ｂ町：80

Ｃ村：100

Ａ市：136

Ｂ町：73

Ｃ村：91

※各３市町村の年齢調整後の医療費指数を下
記のとおりとする。
Ａ市：1.5 Ｂ町：0.8 Ｃ村：1.0
※医療費指数はN-2、N-3,N-4年度の平均値
R3年度算定であれば、Ｒ元、,H30、Ｈ29の
三カ年平均を使用する。

※特別高額医療費に該当する部分は共同負担
することとして算定を行う。

総額：300 総額：300総額：330増加 圧縮

×1.5

×0.8

×1.0

※各市町村の納付金額に対して、
１＋α×（年齢調整後の医療費指数－１）
を乗じる。
※医療費指数反映係数αは各都道府県で
０～1.0までの間で設定。
※高知県はH30～R5年度までの間はα＝１
（現在、医療費水準を100％納付金に反映）

※総額に合わせつける調整率γを乗じる

γ ＝ 300／330 ≒ 0.91

×0.91

×0.91

×0.91
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国保事業費納付金算定の流れ④（市町村別調整）

○ 前頁で算定した各市町村の納付金総額について、市町村毎に算定される公費等による加算・減算を行い、最終的

な納付金額を算定。

（１）医療分 （２）後期高齢者支援金分 （３）介護納付金分

前頁で算定した納付金額

市町村別減算項目

・高額医療費
負担金

・国・特別調整交付
金（子ども分）

・激変緩和措置
（一部市町村の
み）

市町村別加算
項目

・地方単独事
業の減額調整
分の補填

・審査支払手
数料

前々頁で算定した納付金額 前々頁で算定した納付金額

※斜線部分が市町村の最終の納付額
※事務費については、保険料で賄う費用ではないため加算しない

※減算項目は激変緩和措置のみ（対象市町村のみ）
※加算項目なし

市
町
村
別
減
算
項
目

市
町
村
別
減
算
項
目

※減算項目は激変緩和措置のみ（対象市町村のみ）
※加算項目なし

最終の
納付金額

最終の
納付金額

最終の
納付金額
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国保事業費納付金算定の流れ⑤（標準保険料率へ）

○ 前頁で算定した各市町村の納付金の額と、納付金以外の市町村ごとの歳入・歳出見込み額をもとに、市町村の国

保財政が均衡するために必要な保険料総額（＝標準保険料総額）を算出。

○ 市町村の歳入・歳出見込み額は11、12月頃に県から市町村に照会（⇒市町村の見込額によって標準保険料率は変動する）

（１）医療分 （２）後期高齢者支援金分 （３）介護納付金分

前頁で算定した
最終の納付金額

加算項目
（歳出）
・条例減免に
要する費用

減算項目
（歳入）
・基盤安定負
担金（保険者
支援分）

・過年度の保
険料収入

前頁で算定した
最終の納付金額

加算項目
（歳出）
・条例減免に
要する費用

減算項目
（歳入）
・基盤安定負
担金（保険者
支援分）

・過年度の保
険料収入

※斜線部分が標準保険料総額※斜線部分が標準保険料総額

前頁で算定した
最終の納付金額

加算項目（歳出）
・保健事業費
・直診勘定繰出金
・出産育児諸費
・葬祭諸費
・その他の保健給付
・条例減免に要する費用
・特定健診に要する費用
・基金積立
・予備費
・その他支出

減算項目（歳入）
・基盤安定負担金（保険者
支援分）
・県からの特別交付金
（国特調、努力支援、県2号
交付金、特定健診負担金）
・出産育児一時金に対する法
定内繰入
・財政安定化支援事業
・法定外繰入（決算補填目
的以外）
・職員給与費等繰入金
・直診勘定繰入金
・その他収入

※斜線部分が標準保険料総額
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国保事業費納付金算定の流れ⑥（標準保険料率へ）

○ 前頁で算定した標準保険料総額を標準的な収納率で割戻しを行い、標準保険料率を算定する。

前頁で算定した
標準保険料総額

（１）標準的な収納率による割戻し

賦課総額

所得割
総額
A

均等割
総額
B

平等
割総
額
C

４３ ５７

70 30

※仮にこの金額を賦課しても、
保険料（税）収納率が
100％でない限りは、徴収でき
なかった部分は市町村の歳入
不足（＝赤字）となる

（２）賦課総額を３方式で按分

※市町村の被保険者の規模別に設
定した標準的な収納率で割り戻すこと
で、必要な歳入額を確保できる賦課
総額を決定

①所得割
上の図のA／当該市町村の所得総額
例）A＝100円、所得総額1,000円の場合は

所得割率＝10.0％

②均等割
上の図のB／当該市町村の被保険者数
例）B＝1,000円、被保険者10人の場合

均等割額＝100円

③平等割
上の図のC／当該市町村の世帯数
例）C＝500円、世帯数5世帯の場合

平等割＝100円
14
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